
建設業法において国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類の 

都道府県の経由事務の廃止 

 

平成 29 年７月 11 日  

神奈川県  

 

１ 提案概要 

(1) 背景 

   国土交通大臣に提出する建設業許可申請書・届出書等の手続きについて、建

設業法の規定により申請書・届出書は主たる営業所の所在地を管轄する都道府

県を通じて提出することになっているが、関東地方整備局など多くの整備局で

は法定書類以外の確認資料については、国に直接提出することになっており、

申請者は都道府県知事と国土交通大臣それぞれに提出しなければならず二重

の負担となっている。（別紙） 

 (2) 提案内容 

   国土交通大臣に提出する許可申請書・届出書及び国土交通大臣許可を受けた

建設業者の経営事項審査について、都道府県知事を経由しなければならないこ

とを定めている建設業法第 44 条の４等の規定を改正することにより、都道府

県の経由事務を廃止し、国土交通大臣への許可申請書その他の書類の提出先を

所管の地方整備局等に一本化することを求める。 

 

２ 具体的な支障事例 

 ・ 都道府県を経由して提出される国土交通大臣の許可申請書及び届出書が年間

約 1,500 件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。 
 

・ 都道府県を経由して提出される国土交通大臣の経営事項審査申請書及び再審

査申立書が年間 300 件超にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。 
 

・ 許可申請書及び届出書の提出先は都道府県、確認書類の提出先は地方整備局

等に直接送付となっているが、申請者からは、窓口が一本化されておらず分か

りにくいといった苦情がある。 
 

・ 国土交通大臣許可申請又は経営事項審査の申請にあっては登録免許税又は収

入印紙を、都道府県知事許可又は経営事項審査にあっては県収入証紙を書類に

貼り付けて提出することとされているが、窓口が都道府県となっていることか

ら申請者が混同し、国土交通大臣の申請書に誤って県の収入証紙を貼りつけて

提出されたケースが発生している。 
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・ 都道府県が申請書提出後の書類審査等の進捗状況について申請者から問い合

わせを受けることがあり、地方整備局に問い合わせるよう案内をしても、都道

府県が関知していないことについて理解が得られなかったケースがあったなど

申請者側が混同している事例がある。 

 
３ 関係する根拠法令 

 ・建設業法 
   第５条、第11条、第12条、第27条の 26、第27条の 28、第27条の 29、 

第 44条の４ 

 ・建設業法施行規則 

   第６条、第７条の２、第８条、第11条、第19条の６、第20条、第21条の２ 

 
４ 制度の所管・関係府省庁 

  国土交通省 
 
５ 制度改正による効果 

 ・ 許可申請書その他の書類の受付窓口が一本化されることで申請者にとって分

かりやすくなり、また、許可申請にあっては、都道府県の進達期間（標準処理

期間 30 日）がなくなることで、許可決定までの審査期間の短縮化が図られ、申

請者の利便の向上に繋がる。 

 ・ 同様に、経営事項審査にあっても、都道府県の進達期間がなくなり、審査結

果の通知までの迅速化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。 
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●国土交通大臣許可の申請
　主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由 （建設業法第44条の４）

（建設業法施行規則第11条）

過去３年受付件数（国土交通大臣許可）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成28年度 160 101 95 219 155 136 128 85 120 96 100 89 1,484

平成27年度 175 99 109 273 131 115 129 104 117 78 69 87 1,486

平成26年度 202 93 139 312 149 162 141 109 136 91 82 111 1,727

申

請

者

都

道

府

県
（経由）

・申請書

・添付書類

郵送

（県が負担）

関

東

地

方

整

備

局

・許可通知書

・確認資料

郵送等

【建設業許可】

〇県窓口で申請書の受領

・正副があるか確認。

・申請の場合、印紙貼付（新規の場合領収書貼付）を確認。

・収受印を押印し、副を申請者へ返却。

〇発送準備

・受付名簿と現物書類を付け合わせ確認。

・申請書・届け出など種類別に分類整理。

〇方法

・郵便小包（ゆうパック）にて関東地方整備局あて郵送。

・月二回（概ね上旬・中旬）の発送。

・申請書

・添付書類

別 紙
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●建設業者の経営事項審査

　主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由 （建設業法施行規則第19条の６第２項）

過去３年受付件数（経営事項審査）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成28年度 13 12 13 26 78 47 24 27 36 27 21 18 342

平成27年度 17 6 15 24 60 50 33 31 34 17 31 21 339

平成26年度 16 10 11 25 72 46 32 25 33 17 25 12 324

【経営事項審査】

〇県窓口で受領

・経営事項審査受付表と申請件数があっているか照合。

・申請書を正本と副本に分ける。

・正本に審査手数料の印紙が貼られているかを確認。

〇発送準備

・許可番号と業者名を関東地方整備局への送付状に記載し、起案。

〇方法

・郵便小包（ゆうパック）にて関東地方整備局あて郵送。

・月二回（概ね上旬・中旬）の発送。

申

請

者

都

道

府

県
（経由）

・申請書

郵送

（県が負担） 関

東

地

方

整

備

局

・通知書

・申請書
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建設業許可申請・変更の手引き＜抜粋＞
（関東地方整備局発行）
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